
1 

 

 

 

 

図書館利用案内 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

掲示板は･･･ 

※ 図書館入口 

※ 食堂入口   

 

 

 

☆ 購入希望図書のリクエスト受け付けます！ 
 

岩 手 県 立農 業 大 学 校 図 書 館 
 

2 

 

１. 開館・閉館 

 

開館時間  ☆ 月曜日～木曜日 １１：１０～１８：００ 

☆      金曜日 １１：２０～１８：００ 

 

休館日     ☆  土曜日・日曜日 ☆ 祝日（振替・休日を含む） 

☆ 年末年始 

☆ 館内整理日 

 

その他   ☆  臨時休館・閉館、開館時間の変更等については、その都度掲示でお知ら

せします。 

 

２.入館・閲覧    

 

入館･入室 ☆ 図書閲覧室を利用するときは、カウンターで閲覧者名簿に諸事項を記入

してください。 

☆ 閲覧室にはノート・筆記用具のみ持ち込み可、その他の持ち物はロッカー

へ！ 

☆ 各自所有の図書等の持ち込みについては、カウンターでチェックを受け

てから入室してください。 

☆ 館内では、図書や雑誌・新聞を自由に閲覧することができます。 閲覧を

終えた図書は、もとの位置に戻して下さい。もとの位置がわからないとき

は、返却台の上に置いてください。 

☆ 保存雑誌や保存新聞を閲覧したいときは、カウンターに申し出てくださ

い。 

 

３.館外貸出 

 

手 続 き   ☆ 備え付けのブックカードに必要事項を記入し、借りたい図書と共にカウ

ンターに提出してください。 

但し、参考図書等禁帯出ラベルの貼ってある図書は貸出していません。 

 

冊数･期間  ☆ ２週間以内・３冊まで！！ 

  貸出期間の延長をする場合は、その図書を持ってカウンターで更新手

続きをしてください。 

 実習等で返却が遅れる場合は、あらかじめ係員の許可を得てください。 

 夏季・冬季の長期休業にあたっての特別貸出は、その都度掲示します。 
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４.返却 

 

 返却期限は守ってください。 

返却が遅れますと、他の利用者に迷惑がかかります。 

 返却は借り受け者自身で行ってください!! 

 返却する図書は、カウンターで受け取ります。 

 返却用ﾌﾞｯｸﾎﾟｽﾄへの返却は開館時間外のみ(図書館入口) 

 卒業・休学・退学の際は借り受け中の図書を直ちに返却してください。 

  やむを得ない事情で返却が遅れる場合は、その旨を連絡してください。 （内

線３００） 

 

    延  滞     ☆  期限までに返却がないときは、掲示・呼び出し等による督促があります。

場合によっては一定期間貸出を停止することがあります。 

 

 

５.その他 

 

レファレンス 

サービス   ☆ 図書館の利用法及び図書・資料についての質問や相談に応じます。 

例えば  : 資料の探し方・文献の紹介・etc. 

気軽にカウンターでご相談ください。 

 

  事   故    ☆ 借り受け中の図書を紛失・汚損・破損したときは、直ちにその旨を届け出

て、係員の指示に従ってください。 

 

  その他注意    ★ 借り受け中の図書のまた貸しはしないでください。 
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図書分類表（ＮＤＣ） 
 
 
０００  総 記                        
０１０   図書館                       
０２０   図書・書誌学 
０３０  百科事典 
０４０   一般論文・講演集 
０５０   逐次刊行物・年鑑  
０６０   学会・団体・研究調査機関  
０７０   ジャーナリズム・新聞    
０８０   叢書                   
０９０    
 
１００  哲 学                            
１１０   哲学各論                         
１２０   東洋思想                         
１３０   西洋思想                         
１４０   心理学                           
１５０   倫理学                           
１６０  宗 教                            
１７０   神 道                           
１８０   仏 教                           
１９０   キリスト教                       
 
２００  歴 史                            
２１０   日本史                           
２２０   アジア史・東洋史                 
２３０   ヨーロッパ史・西洋史             
２４０   アフリカ史                      
２５０   北アメリカ史                     
２６０   南アメリカ史                     
２７０   オセアニア史                     
２８０   伝 記                           
２９０  地理・地誌・紀行                  
 
３００  社会科学                          
３１０   政 治                           
３２０   法 律                           
３３０   経 済                           
３４０   財 政                           
３５０   統 計                           
３６０   社 会                           
３７０   教 育                           
３８０   風俗習慣・民俗学                 
３９０   国防・軍事                       
 
４００  自然科学                          
４１０   数 学                           
４２０   物理学                           
４３０   化 学                           
４４０   天文学・宇宙科学                 
４５０   地球科学・地学・地質学           
４６０   生物科学・一般生物学             
４７０     植物学                         
４８０     動物学                         
４９０   医学・薬学                       

   

 
 
 
５００  技術・工学・工業 
５１０   建設工学・土木工学 
５２０   建築学 
５３０   機械工学・原子力工学 
５４０   電気工学・電子工学 
５５０   海洋工学・船舶工学・兵器 
５６０   金属工学・鉱山工学 
５７０   化学工業 
５８０   製造工業 
５９０  家政学・生活科学 
 
６００  産 業 
６１０   農業 
６２０   園芸・造園 
６３０   蚕糸業 
６４０   畜産業・獣医学 
６５０   林業 
６６０   水産業 
６７０   商業 
６８０   運輸・交通 
６９０   通信事業 
 
７００  芸 術 
７１０   彫刻 
７２０   絵画・書道 
７３０   版画 
７４０   写真・印刷 
７５０   工芸 
７６０   音楽・舞踊 
７７０   演劇・映画 
７８０  スポーツ・体育 
７９０  諸芸・娯楽 
 
８００  言 語 
８１０   日本語 
８２０   中国語・東洋の諸言語 
８３０   英語 
８４０   ドイツ語 
８５０   フランス語 
８６０   スペイン語 
８７０   イタリア語 
８８０   ロシア語 
８９０   その他の諸言語 
 
９００  文 学 
９１０   日本文学 
９２０   中国文学・東洋文学 
９３０   英米文学 
９４０   ドイツ文学 
９５０   フランス文学 
９６０   スペイン文学 
９７０   イタリア文学 
９８０   ロシア文学 
９９０   その他の諸文
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図書館の運営及び利用に関する規程 

（目的） 

第１条 この規程は、岩手県立農業大学校図書館（図書閲覧室・視聴覚室及び読書談話室をい

う)の運営及び利用に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（図書館の運営） 

第２条 図書館の運営は、大学校職員で構成する情報委員会（以下『委員会』という｡）が行

う。 

 

（図書館の開館日及び開館時間） 

第３条 図書館の開館日及び開館時間は次表のとおりとする。 

 開 館 日 開 館 時 間 

図 書 閲 覧 室 

視 聴 覚 室 

読 書 談 話 室 

月曜日～木曜日 

金曜日 

１１：１０～１８：００ 

１１：２０～１８：００ 

２ 上記の開館日であっても、国民の祝日、図書の整理日及びその他校長が必要と認めた場合

には休館するものとする。 

３ 開館日及び開館時間を変更する場合は、図書館玄関、本館職員室前掲示板及び食堂前掲示

板に掲示するものとする。 

４ 上記に定めた開館の日時以外に利用する場合は、予め願い出て許可を得るものとする。 

（図書館利用者の遵守事項） 

第４条 図書館を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。 

 (1) 図書館施設、備品及び図書等は丁寧に取り扱うこと。 

 (2) 清潔な服装であること。 

 (3) 利用後は整理整頓すること。 

２ 利用者の責に帰する理由により図書館施設、備品及び図書等を汚損、破損または亡失した

場合は、被害の全部又は一部を賠償させることができる。 
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（図書の選定、閲覧及び貸出し） 

第５条 購入図書等の選定は運営委員会が行い、校長が決定するものとする。 

２ 図書の閲覧及び貸出しを受けることのできる者は、本校の学生及び職員、その他校長

が許可した者とする。本校の学生及び職員への貸出し期間は１４日以内、貸出し冊数は

１人３冊以内とする。ただし,職員が教育用として図書を利用する場合はこの限りではな

い。 

３ 前項の規定に定めるその他校長が許可した者の閲覧及び貸出しについては、別に定め

る。 

４ 辞典、年鑑、その他校長が指定した図書については、貸出ししない。 

５ 夏期休業日及び冬期休業日の貸出しは、前項の規定に係わらず、休業日の 14日前から

行い、返納期日は休業日終了後、７日以内で定めた日までとし、貸出冊数は５冊以内と

する。 

６ 図書の閲覧は図書閲覧室で行わなければならない。 

７ 図書の貸出し、返納、利用等に関する事務は委員会が行う。 

 

（図書資料の寄贈） 

第６条 図書の寄贈を希望する者は､図書の寄贈申込書(別紙)を提出するものとし寄贈図

書は農林水産企画室長の承認を得て受け入れするものとする。ただし､本館より寄贈を

依頼した場合はこの限りではない。 

２ 採納図書には寄贈年月日を記入し、永くその厚意を標記する。 

３ 寄贈図書の運送に要する費用は寄贈者の負担とする。 

 

（図書の返納） 

第７条 借り受けた図書は返納期日までに返納しなければならない。 

２ 借り受けた図書は、他の者にまた貸ししてはならない。 

３ 前２項の規定に、はなはだしく違反する者には、貸出しを禁止することがある。 
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（視聴覚室の利用） 

第８条 視聴覚室は、学生の感性を育て、情操豊かにする場とするとともに、教職員の研鑚等

の場とする。 

第９条 視聴覚室には、高感度大型ワイドテレビ、ＤＶＤ（ＣＤ）プレーヤー、ビデオデッキ

、ステレオ並びにピアノを設置し、映像及び音楽の鑑賞ができる体制とする。 

 

（読書談話室の利用） 

第 10条 読書談話室は新聞、雑誌等の閲覧、学生・職員又は学生相互間のコミュニケーショ

ンもしくはセミナー等に利用するものとする。 

 

（図書室の清掃等） 

第 11条 図書室の清掃は学校が行う。 

 

（その他） 

第 12条 この規定に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

附 則 

 この規程は、平成４年８月１日より施行する。 

 この規程（一部改正）は、平成８年４月１日から施行する。 

 この規程（一部改正）は、平成 11年６月 29日から施行する。 

 この規程（一部改正）は、平成 14年５月 21日から施行する。 

 この規程（一部改正）は、平成 15年８月 20日から施行する。 

 この規程（一部改正）は、平成 20年４月１日から施行する。 

 この規定（一部改正）は、平成 22年４月１日から施行する。 

 この規定（一部改正）は、平成 25年４月１日から施行する。 
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図 書 の 寄 贈 申 込 書 

 

令和  年  月  日  

岩手県立農業大学校長 様 

 

           氏  名            

                       住  所 

                   電話番号 

 

下記のとおり寄贈を申込みします。 

 

記 
 
1.寄贈する図書 

 

書 名 著 者 名 発 行 所 価 格 

    

    

    

    

    

 

2.寄付の目的             

 

 

3.その他 

 


